
令和４年度狛江市市民福祉推進委員会

第４回高齢小委員会 アジェンダ

◇開催日時・場所

令和５年２月 16 日（木） 18：00～19：00

ハイブリッド形式で開催（会場：防災センター401 会議室）

◇参加者

構成員：髙橋信幸委員長、小楠寿和委員、勝田和行委員、田中麗子委員、長谷川泰委員、石黒昌和委員、

末田千恵委員、大橋晃太委員、堀越照通委員、大谷美樹委員

事務局：福祉政策課長、福祉政策係長、高齢障がい課長、高齢者支援係長

◇目的

・市民意識調査の調査票（最終版）について報告する。

・市民意識調査の結果（速報値）について報告する。

・高齢者保健福祉計画令和３年度進捗管理報告書を配付する。

◇議題内容・進行予定

◇資料一覧

【資料１－１】市民意識調査の実施と今後のスケジュールについて

【資料１－２】狛江市アンケート回収状況

【資料２】市民意識調査票に関する高齢小委員会・医療と介護の連携推進小委員会からの意見について

【資料３】日常生活圏域ニーズ調査 調査票（最終版）

【資料４】在宅介護実態調査 調査 調査票（最終版）

【資料５】高齢者保健福祉計画令和３年度進捗管理報告書

【資料６】令和４年度第３回高齢小委員会・第２回医療と介護の連携推進小委員会（合同）会議録（案）

【資料７】令和５年度高齢小委員会日程表

議題 項目 ポイント・成果 手法・資料 割当時間

１

報告

市民意識調査につい

て

市民意識調査の調査票（最終版）を配

布する。

会議開催日時点での結果の速報値に

ついて報告する。

資料１～４ 30 分

２その他

高齢者保健福祉計画令和３年度進捗

管理報告書の確定版を配布する。

前回の会議録（案）の確認を依頼する。

令和５年度の会議について確認をす

る。

資料５～７ 10 分
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市民意識調査の実施状況と今後のスケジュール

◆高齢者分野の調査概要

◆今後のスケジュール

◆市民一般調査の速報値

回答数…1278 件（前回調査時は、郵送依頼 498 件に対して 240 件の回答）
回答者年齢構成…10 歳代 0.2％、20 歳代 ５％、30歳代 17％、40歳代 23％、50 歳代 23％、60歳代 19％、70歳代 11％、80 歳以上 ２％、未回答 0.2％

２月 ３月 ４月
上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬

会議等

市民意識調査

調査名 対象者 人数 サンプリング 実施手法 実施時期

日常生活圏域ニーズ調査

65歳以上の市民（認定者を除く。） 450 名 住民基本台帳から無作為抽出
アンケート調査
郵送法

令和５年
１月 18 日
～２月７日

65歳以上の総合事業対象者 88名 該当者全員

65歳以上の要支援者 362 名 該当者から無作為抽出

在宅介護実態調査
要介護１以上の居宅で暮らしている方
及びその介護者

600 名 該当者から無作為抽出

アンケート調査
①郵送法 約 550～560 件
②ケアマネジャーによる聞き取り調査
約 40～50 件

調査名 対象者 人数 実施手法 実施時期

市民一般調査 満 16 歳以上の市民
約 46,000 人（狛江市と LINE で「お友達登
録」いただいている人数）

狛江市 LINEアカウントによるプッシュ通知。HP、
市公式 twitter 等で周知。回答はオンライン。

令和５年
１月13日～１月31日

資料１－１

３ 障がい小委員会 18 権利擁護小委員会
16 高齢小委員会

28 市民福祉推進委員会

７ 調査票 回答締切

データ入力・二重確認作業

障がい小委員会
24 高齢小委員会・医療と
介護の連携推進小委員会

データ整合性確認作業 ●単純集計速報値判明
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狛江市アンケート回収状況 （令和５年２月14日時点）

成人市民 子ども市民 ニーズ調査 在宅調査 障害者調査 障害児調査   合計
対象数 46,000 3,230 900 600 700 290 2,490 
1/27 216 95 110 37 458 
2/6 233 110 92 51 486 
2/14 104 65 66 24

合計 1,278 2,389 553 270 268 112 944 
回収率 2.8% 74.0% 61.4% 45.0% 38.3% 38.6% 37.9%

前回
母数 498 499 900 599 724 244
合計 240 215 608 318 364 129
回収率 48.2% 43.1% 67.6% 53.1% 50.3% 52.9%

資料１－２
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番号 委員 調査票 ご意見 回答

1 高橋委員長 両方

日常圏域ニーズ調査の問9と在宅介護実態調査の問15～18は同じようなテーマを聞いてい
るので、聞き方や回答の選択肢を、整理して共通化してはどうか。
また、在宅介護実態調査の問18「終活」については、在宅要介護者のみでなく一般の高
齢者にも共通する問題なので、日常圏域ニーズ調査にも入れてはどうか。
ただ、調査結果を過去の物と比較する場合に、設問や選択肢を変えてしまうと比較がで
きないので、その部分が問題となる。それをふまえてどのようにするのか、委員の皆様
のご意見や事務局の見解を聞きたい。

日常生活圏域ニーズ調査の問９は高齢障がい課の提案で今年
度から追加しているが、設問数の関係で一部のみしか反映で
きておらず、ご指摘の通り整合性が取れていない部分があ
る。医療と介護の連携推進事業の評価も行うためにも、終活
等のあいまいな表現を具体的にした設問を作成したが、日常
生活圏域ニーズ調査と在宅介護実態調査の設問はできるだけ
統一した方が分かりやすいのはご指摘の通りである。また、
委員長のおっしゃるように設問を変えないことで経年的な変
化を見ることができるというメリットもある。皆様の意見を
聞かせてほしい。

2 勝田委員 両方
「終活」関連の質問について、日常生活圏域ニーズ調査は対象者が65歳以上の高齢者が
対象ということだが、終活を60代で考えるだろうかという疑問は少しある。

3 末田委員 両方

ACP※１についての設問はとても重要であると思う。ACPについては注目されているが、
国の調査でも一般の方への認知度が低いという結果が出ている。在宅介護実態調査に
「終活」や「エンディングノート」についての説明があるように、「ACP」についても
説明書きをしてACPが今重要になっていることを書き加えると良いのではないか。

4 末田委員 両方

在宅介護実態調査のA票－16「自宅で看取りをする場合の課題」の回答選択肢は、日常生
活圏域ニーズ調査の問９－(２)①の回答選択肢の方が合っているのではないか。
在宅介護実態調査のA票ー15は日常生活圏域ニーズ調査の問９－(３)と聞いている内容が
同様なので、回答の選択肢を合わせると、別の調査でも回答が比較しやすくなるのでは
ないか。

5 髙橋委員長 両方

両方の調査票について、一定の文言整理は欠かせないと考える。同様の事を聞いている
のに、異なる聞き方をしており選択肢の表現も違う。長い目で見るとまずいのではない
かと思う。スケジュール的にあまり余裕もないと思うが、事務局に努力いただいて調
整・整理してもらいたい。

6 吉川委員長 両方
ACPにおける設問については文言を揃えるのが望ましい。ACPについてはどこでどのよう
に生きていくかに繋がっていく問題ではあるが、この調査では、療養の場とそれに対す
る課題を聞くのが良いのではないか。

市民意識調査票に関する高齢小委員会・医療と介護の連携推進小委員会からの意見について

 令和４年11月25日に開催した、高齢小委員会・医療と介護の連携推進小委員会（合同）でご議論いただきました内容を、以下のとおり取りまとめましたので報告いたします。

時間的な制約もございますが、いただいたご意見を極力反映
できるように対応させていただきます。

⇒①終活・看取り関係の設問は、在宅介護実態調査に揃えま
した。ただし、在宅介護実態調査の問16の回答選択肢のみ、
ニーズ調査問９-(2)①の回答選択肢を使用する形に修正しま
した。
②「ACP」の説明については、日常生活圏域ニーズ調査・在
宅介護実態調査の全体を通して使用していない用語であり、
加えるとかえって混乱を招く恐れがあるため、今回は見送り
といたします。

資料２
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7 大谷委員
日常生活圏域
ニーズ調査

調査票の問11、「あいとぴあセンター」と標記されているが、「あいとぴあセンター」は建
物名であり、地域包括支援センターの名称として用いる場合は「あいとぴあ」と記載するの
が望ましいのではないか。

ご指摘のとおり、該当箇所は「あいとぴあセンター」から
「あいとぴあ」に修正いたします。
⇒問11-(2)修正済み

8 小楠委員
日常生活圏域
ニーズ調査

日常生活圏域ニーズ調査についての項目の追加は可能か。高齢期は健康状況や経済状況
の個人差がかなり大きい時期である。自分の知識や技術を活かして働きたい、趣味の時
間を充実させたい等、人それぞれに様々な考えがあり、それに応じた人生設計となる。
こういった高齢者の社会参加に関するニーズ調査として、就労、趣味、通いの場等につ
いての設問を追加した方が良いのではないか。一例として、趣味や通いの場として活用
されている老福センターの利用状況等について確認するのはいかが。詳しい設問内容に
ついては、事務局にお任せする。

調査票の郵送等の関係もありページが増えるとなると対応が
困難なことがあるが調査票の変更ができるか検討いたしま
す。
⇒問12-(2)及び問12-(2)①を追加

9 末田委員
在宅介護実態
調査（対象者
抽出方法）

在宅介護実態調査の対象者は要介護１～５の方を無作為抽出されるということだが、要
介護度によって人数が異なると思う。例えば要介護１の人の割合が多い場合は、抽出人
数も要介護１の人を多くするのか。

無作為抽出のため、仮に抽出区分ごとの人数が同じであった
としても、高い確率で、各区分ごとの抽出人数が異なりま
す。例えば、要介護１から５まで、全て同じ人数であったと
しても、各介護度●●人、とあらかじめ定めない場合、抽出
された人数を介護度別に比較すると、無作為であるため、特
定の介護度が多い結果になる可能性が高くなります。
在宅介護実態調査については、まず、在宅の利用者を対象と
しているため、候補者には、比較的軽度の方が多く残りま
す。その上で、介護度別の抽出人数を設定しないため、軽度
の方の人数が多くなる可能性が高くなりますが、候補者集団
自体に軽度者が多いため、その方が実態に即しているものと
考えられます。

10 石渡委員 両方
介護職が見て、とても参考になりそうな、答えを聞いてみたい設問がたくさんあった。
回答結果を細かいところまで教えていただきたい。

アンケートの集計・分析結果は市のHPに公表する予定なの
で、そちらをご覧ください。

※１ ACP（Advance Care Planning）…将来の変化に備え、将来の医療及びケアについて、本人を主体に、家族や近しい人、医療・ケアチームが繰返し話し合いを行い、本人による意思決定を支援するプロセス
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あいとぴあレインボープラン

狛江市高齢者保健福祉計画

進捗管理

令和３年度報告書

資料５
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- 3 -

１ 進捗管理

市では、令和２年３月にあいとぴあレインボープラン（狛

江市高齢者保健福祉計画・第８期介護保険事業計画）（以下

「本計画」という。）を策定し、「みんなで支え合いながら、

自分らしく健康に暮らし続けられるまち～あいとぴあ狛江

～」を基本理念とし、この基本理念を踏まえた８つの基本目

標を設定いたしました。そこで、本計画の実効性を担保し着

実な進展を図るため、前年度の取組状況について、狛江市福

祉基本条例第 26 条第１項の規定により設置された狛江市市

民福祉推進委員会高齢小委員会で、本計画のうち狛江市高齢

者保健福祉計画の進捗状況の把握や評価を行うこととしま

す。なお、本計画のうち第８期介護保険事業計画の進捗状況

の把握や評価については、狛江市介護保険条例第 20 条の規

定により設置された狛江市介護保険推進市民協議会におい

て行うこととします。狛江市高齢者保健福祉計画は、第８期

介護保険事業計画と一体的に策定しているため、進捗状況の

把握や評価に当たっては、整合性を図りながら行ってまいり

ます。

２ 本報告書の構成

（１）進捗管理シート

市職員が計画に位置付けられた施策及び事業を着実に実施

するとともに、当該年度における実施状況及び課題を市民に

分かりやすく説明するため、重点施策に係る事業のうち新規

及び拡充し実施する事業について、当該年度に実施したこと

を「Do（実行）」の欄に、当該事業の実施結果を踏まえた重点

施策の評価を３（２）で示す基準に従い「Check（評価）」の

欄に、（２）で記載した課題を踏まえた当該事業の改善点を

「Act（事業を実施するに当たっての課題及び改善点）」の欄

に記載します。

（２）委員会からの意見シート

（１）の進捗管理シートを踏まえて、狛江市市民福祉推進

委員会高齢小委員会からいただいたご意見を「委員会からの

意見」の欄に記載し、次年度の施策の実施に反映させてまい

ります。

３ 進捗評価の方法

平成 26 年７月に、市が策定している計画の評価基準を４段

階に統一し、取組の強化を図るべき評価の目安が示されたこと

を踏まえ、狛江市市民福祉推進委員会での議論、検討を行い、

下記のとおりの評価基準とします。

（１）評価方法

施策の方向性ごとに４段階で評価します。
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（２）評価基準

具体的な施策の評価方法は次のとおりです。

【例①】施策１に係る４つの事業の令和３（2021）年度の年次目標の達成状況が次のとおりであった場合

この場合、事業 a については、令和４（2022）年度まで年次目標までの前倒しで達成していますが、この点は評価に入れません。事業ａから事業ｄまでの令和３

（2021）年度の達成率は２/４で 50％となりますので、評価はＢとなります。

評価基準 評価指標

Ａ
当該施策に係る事業の当該年度までの年次目標の70％以上を達成できた

（進捗している）

Ｂ
当該施策に係る事業の当該年度までの年次目標の40％以上70％未満を達成できた

（現状維持）

Ｃ
当該施策に係る事業の当該年度までの年次目標の20％以上40％未満を達成できた

（あまり進捗していない）

Ｄ
当該施策に係る事業の当該年度までの年次目標の０％以上20％未満を達成できた

（全く進捗していない）

令和３年度の年次目標の達成状況

令和３（2021）年度 令和４（2022）年度 令和５（2023）年度

施策１ 事業 a 達成 達成 -

事業ｂ 未達成 - -

事業ｃ 未達成 - -

事業ｄ 達成 - -
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【例②】その後、施策１に係る４つの事業の令和４（2022）年度の年次目標の達成状況が次のとおりであった場合

この場合、令和４（2022）年度までの年次目標を評価しますので、令和３（2021）年度の年次目標の達成状況も含め評価します。

ただし、事業ｂ及び事業ｄの年次目標が単年度の年次目標であり、次年度に遡って実施できない年次目標の場合には、令和３（2021）年度の年次目標の達成

状況は評価から外します。

その結果、事業ａから事業ｄまでの令和４（2022）年度までの達成率は４/６で 66.6％となりますので、評価はＢとなります。

【例③】その後、施策１に係る４つの事業の令和５（2023）年度の年次目標の達成状況が次のとおりであった場合

この場合、令和５（2023）年度までの年次目標を評価しますので、令和３（2021）年度及び令和４（2022）の年次目標の達成状況も含め評価します。

ただし、事業ｂ及びｄの評価については、例②の場合と同様です。なお、事業ｃについては令和５（2023）年度に令和３（2021）年度及び令和４（2022）年度の年

次目標も達成できましたので、その点も評価に加えます。

その結果、事業ａから事業ｄまでの令和５（2023）年度までの達成率は７/８で 87.5％となりますので、評価はＡとなります。

令和４年度の年次目標の達成状況

令和３（2021）年度 令和４（2022）年度 令和５（2023）年度

施策１ 事業 a 達成 達成 -

事業ｂ 未達成 達成 -

事業ｃ 未達成 未達成 -

事業ｄ 達成 達成 -

令和５年度の年次目標の達成状況

令和３（2021）年度 令和４（2022）年度 令和５（2023）年度

施策１ 事業 a 達成 達成 達成

事業ｂ 未達成 達成 達成

事業ｃ 達成 達成 達成

事業ｄ 達成 達成 未達成
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４ 進捗評価の流れ

令和３年度の狛江市高齢者保健福祉計画の進捗管理は、次表のとおり市民福祉推進委員会高齢小委員会において進捗評価を審議し、

確定いたしました。

なお、今年度の進捗管理については、庁議への報告が遅れたことから、報告書を踏まえた予算要求ができませんでした。そのため、

令和６年度から計画期間が開始される、狛江市高齢者保健福祉計画に報告書の内容を反映させます。

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３

高齢小委員会① 高齢小委員会②

庁議 報告書を

踏まえた

予算要求

担当課による自己評価

報告書（案）を審議 報告書(案)を確定

報告書

を報告

報告書を

HPに公開

予算編成 予算審議

市民福祉推進委員会

報告書を報告
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第１章 進捗管理シート
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基本

目標

施策 Plan

（主な事業内容）
担当課2 頁 指標

Do

（実行）

Check

（評価）

Act

（事業を実施するに当たっての課題及び改善点）

１ 地域資源の育成

(1) 【新規】医療・介護・地域資源マップシステムを用いて地域包括ケアシステムを支

える地域資源を育成します。
Ａ

ａ

医療・介護・地域資源マ

ップシステムを用いて、

立ち上げ初期の地域資

源の情報発信基盤を確

保します。

高3 129 ‐

情報発信基盤の確保に繋げるた

め、利用者が求める情報が容易

に取得できるよう、医療・介

護・地域資源マップシステムの

改修を行い、検索機能の向上を

図った。

情報発信基盤確保の基とな

る医療・介護・地域資源情

報の更なる整備に取り組

む。

2「担当課」欄に複数課が記載されている場合は、黒背景白字が「主担当」、白背景黒字が「主担当以外の関係部署」とする。複数課を記載する場合の順序は、狛江市

組織規則（平成20年規則第３号）別表第１の順序とする。

3高…高齢障がい課
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基本

目標
施策

Plan

（主な事業内容）
担当課 頁 指標

Do

（実行）

Check

（評価）

Act

（事業を実施するに当たっての課題及び改善点）

２ 社会参加と地域貢献による生きがいづくり

(1) 【新規】生きがいポイントを利用した小さな社会参加で自己実現の機会を創出しま

す。
Ａ

ａ

ボランティアや特定のイ

ベント等、自己の関心の

ある事業に参加して自己

実現を図り、かつ、その

活動に対するポイントが

付与されることによるイ

ンセンティブで更なる意

欲を高める仕組みを実現

します。

高130 ‐

インセンティブ（ポイント）が付

与されるスマートフォン専用ア

プリを活用した新たな仕組みを

構築した。

健康増進活動等への参加による

ポイント付与及び活動イベント

の周知に努めたことで、徐々に

参加者は増加している。

引き続き、生きがいポイント

事業の周知を行うとともに、

インセンティブ（ポイント）

の付与対象となる活動イベ

ント・地域貢献等の拡充及び

地域資源の発掘に努める。
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基本

目標
施策

Plan

（主な事業内容）
担当課 頁 指標

Do

（実行）

Check

（評価）

Act

（事業を実施するに当たっての課題及び改善点）

２ 社会参加と地域貢献による生きがいづくり

(2) 【新規】こころ潤う、人とつながる高齢者の出会いの場を提供します。 Ｄ

ａ

一緒に楽しめるパートナ

ーを探している人、異性

がいる場に出席すること

により張り合いができて

元気になりたい人等の出

会いの場を設けます。気

軽に継続的に参加しやす

い仕組みを作ります。

高130 ‐

出会いの場及び参加しやすい仕

組み作りについては、主管課に

おいて、交流の場の開催方法等

の検討を行ったが、新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大に伴

い、年次目標どおりの進捗がで

きなかった。

また、ニーズ把握についても同

様の理由で年次目標どおりの進

捗ができなかった。

新型コロナウイルス感染症

の感染状況に注視するとと

もに、交流の場の開催実現に

向けた関係機関等との調整、

参加対象者への周知を図る。

コロナ禍においても実施可

能な手段・方法を模索し、出

会いの場の設置、ニーズの把

握に取り組む。
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基本

目標
施策

Plan

（主な事業内容）
担当課 頁 指標

Do

（実行）

Check

（評価）

Act

（事業を実施するに当たっての課題及び改善点）

４ 日常生活支援の充実

(1) 【新規】地域課題検討会議を中心に、既存の会議組織を再編し、施策につながる小

さな成果を確実に集めることができる仕組みづくりを進めます。
Ａ

ａ

地域課題検討会議を中心

に、各会議体の機能を整

理・再編の上、議論・検討

結果を集約し、施策化に

つなげます。

高134 ‐

地域課題検討会議を中心に、階

層式の会議体制を構築した。個

別ケア会議等から吸い上げた課

題を順次、階層別の各会議体で

議論し、最終的には上層階の会

議体に上げることで施策化につ

なげる。

試行的に行われてきた会議

運営を集約機能が的確に機

能するよう取り組み、本格実

施へと移行する。
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基本

目標
施策

Plan

（主な事業内容）
担当課 頁 指標

Do

（実行）

Check

（評価）

Act

（事業を実施するに当たっての課題及び改善点）

６ 認知症バリアフリー社会を創る

(1) 【新規】認知症サポーターを支援するチームオレンジを創設します。 Ａ

ａ

「チームオレンジ」を創

設し、地域で暮らす認知

症の方やその家族の困り

ごとと認知症サポーター

を中心とした支援者をつ

なぐ仕組みを構築しま

す。

高138 ‐

従前、開催毎に完結していた認

知症サポーターステップアップ

講座を、内容を含め再構築し、連

続講座（全３回）として開催し

た。

講座内容については、実際に

チームオレンジのチーム員

として活動できる内容へ、段

階的に移行する。

認知症サポーターステップアッ

プ講座の受講修了者の登録制を

導入した。

登録者名簿の管理について

は、認知症サポーター養成講

座修了者との一元管理に取

り組む。
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基本

目標

施策 Plan

（主な事業内容）
担当課 頁 指標

Do

（実行）

Check

（評価）

Act

（事業を実施するに当たっての課題及び改善点）

７ 介護保険制度の円滑な運営

(2) 【拡充】介護サービスの質の向上を図ります。 Ｄ

ａ

地域密着型サービスの利

用を促進します。

高141 ‐

地域包括支援センターが主催する

事例検討会において、中重度の方

を取り上げ、在宅生活を継続する

ためのサービスとして、定期巡

回・随時対応型訪問介護看護、小

規模多機能型居宅介護の有効性を

認識していただくことを想定して

いたが、いずれのサービスについ

ても、市内唯一の事業所が令和３

年度は休止又は廃止状態となった

ことや、オンライン形式による研

修実施のノウハウが確立していな

かったことに加え、事例検討会の

開催数がコロナ禍により減少した

ことなどから、実現に至らなかっ

た。

事業者を公募し、サービスの

提供基盤の整備に努めてい

く。とりわけ、定期巡回・随時

対応型訪問介護看護、小規模

多機能型居宅介護共に、全国

でも運営事業者数が少ないた

め、都内及び川崎市で運営実

績のある事業者に狛江市の公

募状況を周知し、幅広く募集

していく。

また、事例検討会については、

民間の居宅介護支援事業者と

協働で実施しているため、オ

ンライン形式のノウハウを蓄

積・共有し、安定的に実施で

きる体制を構築していく。
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基本

目標
施策 委員会からの意見

１ 地域資源の育成

(1) 【新規】医療・介護・地域資源マップシステムを用いて地

域包括ケアシステムを支える地域資源を育成します。

ž システムの機能が十分に使われていないと感じる。一方で、情

報の内容の妥当性・更新を定期的に確認する必要性もある。情

報を掲載や更新していくことは、手間がかかり負担もあるかも

しれないが、システムの機能を活用する工夫をしてみて欲し

い。

ž 「検索機能の向上を図った」ことは大変評価できる。今後の課

題としては「情報の更なる整備」はもちろんのこととしても、

このマップを地域アセスメント表として、地域の社会資源、地

域の強み・特徴・改善課題などを考えていく上でも活用できる

方向性も考えてみてはどうか。

ž ２-（1）-a との連動として、「生きがいポイント」の付与対象

となる活動イベント情報を医療・介護・地域資源マップシステ

ムに掲示してみてはどうか。

ž アクセス数の向上につながるよう広報活動を継続して欲しい。

同時に、介護・医療関係者へもシステムの活用について周知し

て欲しい。システムに登録されている事業者が、自身の情報を

積極的に発信していくようになるとよい。
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基本

目標
施策 委員会からの意見

２ 社会参加と地域貢献による生きがいづくり

(1) 【新規】生きがいポイントを利用した小さな社会参加で自己

実現の機会を創出します。

ž 高齢者のスマートフォン専用アプリの利用率は、それほど高く

ないと思うが、ポイントの付与は副次的な効果があると思うの

で継続して実施していただきたい。

ž 参加者が徐々に増加してきたことは評価できる。もっとも、参

加者や活用者が限られているようであり、周知方法に一層の工

夫が必要である。また、多くの方が参加できるよう関係団体に

も協力を求めて欲しい。

ž 今後は、高齢者の参加を促す取組みが重要だと思う。来年度か

ら、参加者数の推移等の実績も示していただけると分かりやす

い。

(2) 【新規】こころ潤う、人とつながる高齢者の出会いの場を提

供します。

ž 新たな出会いの場づくりは、オンラインでは難しいと思う。コ

ロナ禍がすぐに解消されるとは思えない中、どのような形であ

れば開催できるかの検討が必要になると考える。高齢者の生活

を豊かにする視点から、関心のあるテーマを設定して実施して

いくのがよいのではないか。

ž とても斬新な試みだと思う。個人間のトラブルが発生しないよ

うな実施方法を模索して欲しい。

ž 老人会の活動との連動ができないか。
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基本

目標
施策 委員会からの意見

４ 日常生活支援の充実

(1) 【新規】地域課題検討会議を中心に、既存の会議組織を再

編し、施策につながる小さな成果を確実に集めることがで

きる仕組みづくりを進めます。

ž ３層の会議体が有機的につながって、個別課題から施策化の報告

性が見えてくることは素晴らしいことである。「課題の改善点」に書か

れているように「議論・検討結果を集約し、施策化に繋げる」ことがで

きるだけ速やかに進むよう、期待する。

ž 地域包括支援センター職員や介護支援専門員も忙しい状況にある

と思うが、地域ケア会議は地域包括ケアシステムの要となると思うの

で、でき上がった仕組みが動くよう運用上の協力を継続してお願いし

たい。

ž 出発点にある「個別ケア会議」の開催、運営の定例化、定着化を進

めて欲しい。

ž 「介護予防等による地域づくり推進員連絡会」と「介護支援専門員連

絡会等」については、具体的な運営を明確にする必要があると考え

る。
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基本

目標
施策 委員会からの意見

６ 認知症バリアフリー社会を創る

(1) 【新規】認知症サポーターを支援するチームオレンジを創

設します。

ž サポーター活動の任意性は維持しつつ、地域づくりの具体的活

動へ展開させる構想を描く必要がある。狛江市の地域の実情に

合った構想を描いて欲しい。「チームオレンジ」の個々のメン

バーが、1日も早く一人ひとりの認知症高齢者と具体的に繋が

り、援助を展開できるよう、システム化が進むことを期待する。

ž 市域での研修や講座の企画と実施も重要と考えるが、広域での

研修や講座も定例的に開催されていると思うので、周知や情報

の提供をお願いしたい。

ž 講座を開催したことだけでなく、人数等の実績も示してもらえ

ると分かりやすいと思う。
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基本

目標
施策 委員会からの意見

７ 介護保険制度の円滑な運営

(2) 【拡充】介護サービスの質の向上を図ります。 ž 地域密着型サービスの基盤整備がなかなか進まないことは残

念に思う。小規模な事業展開が事業者にとってなかなか難しい

ということもあるのだろうが、市民全体の意識として入居施設

サービスに過度に依存するのではなく、要介護になっても在宅

サービスや地域サービスを活用して、可能な限り自宅で、地域

で支えて、普通の生活を送ることができるようにしていくとい

う意識の醸成、行政の施策展開も欠かせないのではないか。

ž 事業者の誘致はなかなか難しい状況だと思うが、現状の公募方

法以外でより効果的な周知方法があれば検討して欲しい。

ž 小規模多機能型居宅介護は、在宅介護を支える貴重なサービス

なので、狛江市でも提供して欲しい介護保険サービスである。

しかし、事業者側から見ると難易度が高く採算性が低いため、

簡単には参入できない。そのことが、これまでの導入経過に表

れているのだと思う。特段のインセンティブを付加した公募、

誘致策も検討してみて欲しい。また、公募に向けて、実績があ

り長期的に運営できるような事業者へ更に働きかけて欲しい。
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令 和 ４ 年 度 市 民 福 祉 推 進 委 員 会

第３ 回高 齢小 委 員会・ 第２ 回医 療と 介 護の連 携 推進小 委員 会（ 合同 ）

会議 録 （案 ）

１ 日 時 令和４年 11月 25 日（金）午後６時 30 分～午後７時 20 分

２ 場 所 ハイブリッド方式 防災センター４階会議室

３ 出席者 高齢小委員会

委 員 長 髙橋 信幸

副委員長 小楠 寿和

委 員 勝田委員 田中委員 長谷川委員 石黒委員 末田委員

堀越委員 大谷委員 大橋委員

医療と介護の連携推進小委員会

委 員 長 吉川 哲矢

副委員長 大谷 美樹

委 員 大橋委員 織田委員 南谷委員 石渡委員 小木委員

森委員

事 務 局 福祉政策課長 （佐渡 一宏）

福祉政策課福祉政策係長 （小嶋 諒）

高齢障がい課長 (髙橋 治)

高齢障がい課高齢者支援係長 （保田 朋信）

高齢障がい課高齢者支援係主任 （中山 真紀子）

４ 欠席者 花岡委員、工藤委員、渡邊委員

５ 傍聴者 １名

６ 資 料 【資料１】狛江市第５次地域福祉計画等改定に関する各小委員会からの意見

について

【資料２】市民意識調査（高齢者分野）の概要

【資料３－１】調査項目一覧（日常生活圏域ニーズ調査・在宅介護実態調査）

（案）

【資料３－２】市民意識調査票に関する狛江市介護保険推進市民協議会から

の意見について

【資料４】日常生活圏域ニーズ調査 調査票（案）

資料６
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【資料５】在宅介護実態調査 調査 調査票（案）

高齢小委員会のみ

【資料６】令和４年度第２回高齢小委員会会議録（案）

【資料７】令和４年度高齢小委員会全体工程表

７ 議 題 議題

審議 市民意識調査について

その他

８ 議 事

（事務局）

皆様こんばんは。本日はお忙しい中、令和４年度狛江市市民福祉推進委員会第３回高齢小

委員会・第２回医療と介護の連携推進小委員会（合同）にお集まりいただきまして、ありが

とうございます。

（欠席者の確認）

本日、花岡委員よりご欠席のご連絡、渡邊委員より遅れてご参加のご連絡をいただいてお

ります。

また、大橋委員は途中退席の可能性があるというご連絡をいただいております。

本日、両委員会の合同会議という形で開催となっておりますが、議事の進行は高齢小委員

会の髙橋委員長にお願いさせていただきます。こちらに関しましては、医療と介護の連携推

進小委員会の吉川委員長にもご了承いただいております。

それでは髙橋委員長、よろしくお願いいたします。

（髙橋委員長）

こんばんは。高齢小委員会委員長の髙橋です。よろしくお願いいたします。

それでは定刻を過ぎましたので、議事を開始いたします。

事務局より、本日の資料について説明をお願いいたします。

（事務局）

本日の資料についてご説明いたします。

【資料１】狛江市第５次地域福祉計画等改定に関する各小委員会からの意見について

【資料２】市民意識調査等のスケジュール（案）

【資料３－１】調査項目一覧（日常生活圏域ニーズ調査・在宅介護実態調査）（案）
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【資料３－２】市民意識調査票に関する狛江市介護保険推進市民協議会からの意見について

【資料４】日常生活圏域ニーズ調査 調査票（案）

【資料５】在宅介護実態調査 調査 調査票（案）

高齢小委員会のみ

【資料６】令和４年度第２回高齢小委員会会議録（案）

【資料７】令和４年度高齢小委員会全体工程表

資料の説明は以上です。

◆共通議題

（１）市民意識調査について

（髙橋委員長）

狛江市介護保険事業計画等改定業務に係る市民意識調査について、実施計画（案）および、

それぞれの調査項目等について、事務局より説明をお願いします。

（事務局）

まず、【資料１】をご覧ください。市民福祉推進委員会及び各小委員会でいただきました

ご意見をまとめたものでございます。参考までにご覧いただければと思います。高齢小委員

会からいただいた意見として、勝田委員からの意見を２つ掲載しております。

続きまして、狛江市高齢者保健福祉計画・第９期介護保険事業計画策定に向けた市民意識

調査の概要及び調査票案について、現段階での方向性を事務局で検討いたしましたので、ご

説明させていただきます。

通し番号７ページ、【資料２】をご覧ください。市民意識調査（高齢者分野）の概要をご

説明いたします。高齢者分野では、日常生活圏域ニーズ調査と在宅介護実態調査という、２

つの市民意識調査を実施いたします。

日常生活圏域ニーズ調査は、一般高齢者、総合事業対象者、要支援者を対象に、日常生活

圏域ごとに、地域の抱える課題の特定に資することなどを目的として実施いたします。対象

者と人数につきましては、介護認定者を除く 65 歳以上の市民が 450 名、65 歳以上の総合事

業対象者が 88 名、65 歳以上の要支援者が 362 名、合計で 900 名を想定しております。サン

プリング方法は、65 歳以上の市民については住民基本台帳から無作為抽出を行い、65 歳以

上の総合事業対象者は該当者全員となります。65 歳以上の要支援者は該当者の中から無作為

抽出を行います。実施手法と時期につきましては、12 月末頃にアンケートを郵送し、令和５

年１月末までに回収するというスケジュールを想定しております。

次に在宅介護実態調査についてです。こちらは、「要介護者の在宅生活の継続」や「介護
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者の就労継続」に有効な介護サービスのあり方を検討するための調査です。対象者は、要介

護１以上の居宅で暮らしている方及びその介護者です。対象者の人数は 600 名です。サンプ

リング方法については、該当者から無作為抽出を行います。実施手法と時期につきましては、

日常生活圏域ニーズ調査と同じく、12 月末頃にアンケートを郵送し、１月末までに回収する

というスケジュールを想定しております。また、同じ時期にケアマネジャーによる聞き取り

調査も予定しております。

次に下段の「スケジュール」をご覧ください。障がい小委員会、権利擁護小委員会、介護

保険推進市民協議会が先日開催され、本日が高齢小委員会・医療と介護の連携推進小委員会

の合同委員会でございます。今後、11/29 に市民福祉推進委員会、12/6 に再犯防止推進部会

の開催を予定しております。市民意識調査につきましては、調査票案に関して、本日皆さま

にご意見をいただく他、各委員会でもご意見をいただきます。いただいたご意見を踏まえて、

庁内で調整させていただき、調査票内容の確定を 12 月上旬から中旬頃に予定しております。

その後、12 月下旬にかけて調査票の印刷と発送準備を行い、12 月末頃に調査票を発送する

予定です。回収につきましては、１月末頃までに行うスケジュールとなっております。集計

結果の速報値を、令和５年２月 16日開催予定の第４回高齢小委員会でお伝えする予定です。

続きまして、通し番号９ページ、【資料３－１】をご覧ください。資料の訂正が１点ござ

います。13 ページの在宅介護実態調査の表の下段に、「Ｂ票－６」が２つ続いています。こ

ちらは上の欄が「Ｂ票－６」、下の欄が「Ｂ票－７」です。申し訳ございません。それでは、

調査項目についてご説明いたします。

まず、日常生活圏域ニーズ調査につきましてご説明いたします。９ページから 11 ページ

にかけての項目、計 85 問を想定しております。日常生活圏域ニーズ調査につきましては、

国がガイドラインとして示している調査項目の中で、必ず項目に含めるように示されている

必須項目と、調査の目的や対象者に応じて適宜採用すべきかどうかを検討するように示され

ているオプション項目があります。「国調査項目」という欄に、各設問について、国が示し

ている調査票に対応する設問番号を記載しております。設問番号のみが記載されているもの

が必須項目、右に◆が記載されているものがオプション項目です。また、表の「前回」・「前々

回」の欄に●がついている箇所は、それぞれの回の計画策定の際にも同様の質問を行ってい

ることを示しています。「前回」及び「前々回」の欄のどちらにも●がついておらず、「今回」

の欄に●があるものについては、今回の市民意識調査で追加した質問項目です。「今回」の

欄に「市民一般」とあるものは、市民一般調査の方に移動した質問項目です。ご高齢の方の

回答に係る負担を軽減するため、市民意識調査の方に移動できる質問項目については、移動

いたしました。

11 ページをご覧ください。前回調査時にあった、「令和元年東日本台風災害時の避難行動

について」の質問は今回は削除いたしました。また、看取り関係の質問項目は、「問９ 在宅

療養について・人生の最終段階における医療について」ということで統合いたしました。次
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に、前回調査時から追加した項目についてご説明します。９ページに戻ります。基本（４）

「対象者」の項目を追加しております。こちらは、介護保険に関する情報をはじめ、地域包

括ケアシステムの構築に必要な様々な情報を一元化したシステムである、見える化システム

への対応として追加した項目です。日常生活圏域ニーズ調査につきましては、先ほども申し

上げましたとおり合計で 85 問となり、前回調査の合計 96 問より 11 問減らしまして、回答

者の負担軽減及び回収率の向上を目指しております。

次に、12 ページをご覧ください。在宅介護実態調査についてご説明いたします。表の見方

は日常生活圏域ニーズ調査と同様です。12ページから 13ページにかけての項目、計 34 問を

想定しております。在宅介護実態調査についても、市民意識調査に移動できる質問項目は移

動し、令和元年東日本台風に係る質問は削除しまして、前回調査の 45問より 11 問減らし、

こちらも同じく回答者の負担軽減及び回収率の向上を目指しております。

続きまして、15 ページ【資料３－２】をご覧ください。昨日、介護保険推進市民協議会を

開催し、調査票についてご議論いただきました。そこでいただいた委員の皆様のご意見につ

いて、取りまとめて記載いたしましたので、ご報告させていただきます。（【資料３－２】読

み上げ）

続きまして、17 ページ【資料４】、33 ページ【資料５】をご覧ください。こちらは、実際

に市民意識調査として対象者の方に送付する調査票案となっております。

先ほども申し上げましたが、市民意識調査につきましては、調査票案に関して、本日皆さ

まにご意見をいただき、それを踏まえて庁内で調整させていただく予定となっております。

委員の皆様からのご意見をいただければと思います。事務局からは以上です。

（髙橋委員長）

事務局より、市民意識調査の実施計画（案）及びそれぞれの調査項目等について説明があ

りました。

私の方から、【資料３－２】の最後にある耒代委員のご意見について補足説明をします。

このご意見の趣旨は２つあります。一つ目は、日常圏域ニーズ調査の問９と在宅介護実態調

査の問 15 から 18 までは同じようなテーマを聞いているので、聞き方や回答の選択肢を、整

理して共通化してはどうか、ということです。二つ目は在宅介護実態調査の問 18「終活」に

ついては、在宅要介護者のみでなく一般の高齢者にも共通する問題なので、日常圏域ニーズ

調査にも入れてはどうか、ということです。

ただ、調査結果を過去の物と比較する場合に、設問や選択肢を変えてしまうと比較ができ

ないので、その部分が問題となります。それをふまえてどのようにするのか、委員の皆様の

ご意見や事務局の見解を聞きたいと思います。

ご意見・ご質問のある方はいらっしゃいませんか。
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（大谷委員）

日常生活圏域ニーズ調査票の問 11に「あいとぴあセンター」と表記されていますが、「あ

いとぴあセンター」は建物名であり、地域包括支援センターの名称として用いる場合は「あ

いとぴあ」と記載するのが正しいと思います。

（事務局）

ご指摘ありがとうございます。該当箇所は「あいとぴあ」に修正いたします。

（髙橋委員長）

他にご意見・ご質問のある方はいらっしゃいますか。

（小楠委員）

日常生活圏域ニーズ調査についての項目の追加は可能でしょうか。高齢期は健康状況や経

済状況の個人差がかなり大きい時期です。自分の知識や技術を活かして働きたい、趣味の時

間を充実させたい等、人それぞれに様々な考えがあり、それに応じた人生設計となります。

こういった高齢者の社会参加に関するニーズ調査として、就労、趣味、通いの場等について

の設問を追加した方が良いのではないでしょうか。一例として、趣味や通いの場として活用

されている老福センターの利用状況等について確認するのはいかがでしょうか。ただ、詳し

い設問内容については、色々な制限もあると思うので、事務局にお任せします。

（髙橋委員長）

小楠委員のご質問について、何か他にご意見ある方はいらっしゃいますか。

なければ事務局より回答をお願いします。

（事務局）

項目の修正・追加は可能です。ただ、調査票を郵送することもあり、ページが増えるとな

ると対応が困難な場合もあります。どのような形でご意見を反映できるか検討いたします。

（髙橋委員長）

事務局で検討した結果を後日両委員長と小楠委員に示していただき、協議をして、どのよ

うにするかを決めるということでよろしいでしょうか。

（小楠委員）

はい。
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（髙橋委員長）

他にご意見・ご質問のある方はいらっしゃいますか。

（石渡委員）

私達のような介護職が見て、とても参考になりそうな、答えを聞いてみたい設問がたくさ

んありました。回答結果をぜひ細かいところまで教えていただきたいと思います。

（髙橋委員長）

アンケートの結果や集計・分析の報告書は公表されますよね。

（事務局）

はい。ホームページで公開いたしますので、そちらをご覧ください。

（髙橋委員長）

他にご意見・ご質問のある方はいらっしゃいますか。

（事務局）

高齢障がい課の中山です。日常生活圏域ニーズ調査の問９については、当初私の方から提

案させていただいたものです。ただ、設問数の関係で一部のみしか反映できず、ご指摘の通

り整合性が取れていない部分があります。医療と介護の連携推進事業の評価も行うために

も、終活等のあいまいな表現を具体的にした設問を作成しましたが、日常生活圏域ニーズ調

査と在宅介護実態調査の設問はできるだけ統一した方が分かりやすいのはご指摘の通りで

す。また、委員長のおっしゃるように、設問を変えないことで経年的な変化を見ることがで

きるというメリットもあります。ぜひ委員の皆様の意見を聞かせていただきたいと思いま

す。

（髙橋委員長）

この件に関して、皆様何かご意見はありますか。

（勝田委員）

「終活」関連の質問について、日常生活圏域ニーズ調査は対象者が 65 歳以上の高齢者が

対象ということですが、終活を 60 代で考えるだろうかということが少し疑問です。

（髙橋委員長）

ありがとうございます。他の方はいかがですか。
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（末田委員）

ACP※１は今盛んに言われており、とても大事な設問だと思います。

38 ページ、在宅介護実態調査の A票－16の回答選択肢は、30ページ、日常生活圏域ニー

ズ調査の問９－(２)①の回答選択肢の方が合っているのではないでしょうか。自宅で最期ま

で過ごしたいと思ったときに、高齢者の方が気にされることは「看取りの希望を伝えていな

い」とか「延命治療について」ということよりは、「家族に負担がかかる」ということだと

思います。

また、38 ページ、在宅介護実態調査の A票－15「人生の最終段階をどこで過ごしたいと考

えていますか」は、30 ページ、日常生活圏域ニーズ調査の問９－(３)と聞いている内容が同

様なので、回答の選択肢を合わせると、別の調査でも回答が比較しやすくなるのではないか

と思います。

ACP については、国の調査でも一般の方の認知度が低いという結果が出ています。在宅介

護実態調査に「終活」や「エンディングノート」についての説明があるように、「ACP」につ

いても説明書きをしてACPが今重要になっていることを書き加えると良いのではないでしょ

うか。

別件でお聞きしたいことがあります。在宅介護実態調査の対象者は要介護１～５の方を無

作為抽出されるということですが、要介護度によって人数が異なると思います。例えば要介

護１の人の割合が多い場合は、抽出人数も要介護１の人を多くするのでしょうか。

（髙橋委員長）

ありがとうございます。事務局の方、後段の方の在宅介護実態調査の対象者抽出についてご

回答お願いします。

（事務局）

介護保険担当部署の者が不在のため、後日確認してから回答させていただきます。先ほど

小楠委員からいただいたご意見も、後日併せて回答いたします。申し訳ありません。

（髙橋委員長）

後段のご意見については、もう少しお待ちいただければと思います。

前段については、とてもうなづけるご意見だと思ってお聞きしておりました。やはり、両

方の調査票について、一定の文言整理は欠かせないと考えます。同様の事を聞いているのに、

異なる聞き方をしており選択肢の表現も違うというのは、長い目で見るとまずいと思いま

す。スケジュール的にあまり余裕もないと思うが、事務局で努力いただいて調整・整理して

もらいたいと思います。事務局はいかがですか。
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（事務局）

委員長のご発言のとおり時間的な制約もございますが、いただいたご意見を極力反映でき

るように対応させていただきます。

（髙橋委員長）

他の方はご意見・ご質問はいかがですか。

（吉川委員長）

先ほどからご議論いただいているとおり、ACP における設問については文言を揃えるのが

望ましいと思います。ACP について、今回の調査では内容が「どこで」ということにフォー

カスされ、その課題について問うています。ACP は「どこで」「どのように」生きていくかに

繋がっていく問題でありますが、それはナラティブ※２なことになりますので、アンケートの

回答を求めるには冗長であったり、集計に適さないと思います。この調査では、療養の場と

それに対する課題を聞くということで良いと思います。

（髙橋委員長）

他の方はご意見・ご質問はいかがですか。

（なし）

事務局にお尋ねします。今回、文言整理すべきというご意見等をいただきましたが、確定

までの段どりをもう一度説明してくれませんか。

（事務局）

いただきましたご意見への対応につきましては、両委員長と調整しご了承いただいた段階

で、委員の皆様にメールでご報告する予定です。

（髙橋委員長）

来週火曜日に開催される市民福祉推進委員会との関連はいかがですか。

（事務局）

福祉政策課の佐渡です。高齢者保健福祉計画に関しては、市民福祉推進委員会から高齢小

委員会及び医療と介護の連携推進小委員会に、調査審議等について委託されております。市

民意識調査の調査内容につきましても、介護保険の事業計画部分については介護保険推進市

民協議会へ、それ以外の高齢者関連の部分は、高齢小委員会及び医療と介護の連携推進小委

員会へ実際の審議が任されています。このことから、両委員長に調整し了承をいただいた段
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階で、市民意識調査については確定したということになり、市民福祉推進委員会へはその報

告をさせていただくという流れになります。

（髙橋委員長）

それで結構だと思います。皆様、そのようなまとめ方でよろしいでしょうか。

（了承）

それでは、次の議題に移ります。両委員会共通の議事はこれで終了ですね。

（事務局）

はい。このあと、各委員会ごとに簡単な連絡事項をお伝えいたします。

◆高齢小委員会議題

（２）その他

（事務局）

高齢小委員会の方へ【資料６】として前回の高齢小委員会の会議録をお配りしています。

お読みいただきまして、訂正箇所等ございましたら 12 月９日（金）までに事務局までご連

絡ください。

次に【資料７】をご覧ください。第４回の高齢小委員会は令和５年２月 16日（木）午後

６時から開催を予定しております。ハイブリッド方式で開催予定ですが、ご来庁予定の方は、

会場が防災センター３階会議室から防災センター４階会議室へと変更になりましたので、ご

注意ください。開催通知はまた改めてお送りいたします。議題は、市民意識調査の調査結果

の速報値をお伝えする予定です。

事務局からは以上です。

（髙橋委員長）

高齢小委員会の方は、今の事務局からの連絡につきましてご質問等ありますか。

（なし）

では高齢小委員会の部分はこれで終了いたしまして、医療と介護の連携推進小委員会の部

分については吉川委員長に進行をお願いいたします。

◆医療と介護の連携推進小委員会議題

（３）その他

（吉川委員長）
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事務局から報告があるということなので、お願いします。

（事務局）

現在、多職種連携研修会の実行委員会を開催しております。研修会の日程は令和５年２月

４日（土）午後からの開始を予定しております。正確な開始時刻や終了時刻については現在

調整中のため、また改めてご報告させていただきます。開催方法はオンライン会議で、テー

マは「災害における連携」です。講演を医師会の原先生にお願いしています。また、市の安

心安全課、健康推進課、福祉政策課の各担当から、災害時の対応について説明する予定とな

っております。皆様お忙しいとは思いますが、日程を調整いただきましてご参加いただける

と幸いです。

事務局からは以上です。

（髙橋委員長）

それでは、本日議論いただきましたことについては、先ほどまとめましたように、事務局

と両委員長の間で調整をし、その調整結果を委員の皆様にメール等でお知らせいたします。

なお、小楠委員が提起された項目については、小楠委員も含めて調整させていただきたいと

思います。

皆様、それでよろしいでしょうか。

（了承）

それでは、これにて閉会いたします。本日はありがとうございました。

（了）

※１ ACP（Advance Care Planning）…将来の変化に備え、将来の医療及びケアについて、本人

を主体に、家族や近しい人、医療・ケアチームが繰返し話し合いを行い、本人による意思決定を

支援するプロセス

※２ ナラティブ（narrative）…物語、話術、語り、の意。ACP においては、対象者固有の経験

から語られる（人生の）物語であったり、それに基づく価値観や希望の表現を指して用いられる。
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令和５年度 高齢小委員会日程

※上記の他、11月に合同の予備会、３月に高齢小委員会単独の予備会を開催する可能性がございます。

開催が決まった際は改めてご連絡いたします。

回数 開催日 開催時間 開催方法 開催場所

合同

高齢第１回

医療介護第１回

令和５年

４月24日（月）

午後６時30分～

午後８時30分
ハイブリッド

防災センター

３階会議室

単独

高齢第２回

令和５年

６月30日（金）

午後６時00分～

午後８時30分
ハイブリッド

防災センター

４階会議室

合同

高齢第３回

医療介護第３回

令和５年

９月26日（火）

午後６時30分～

午後８時30分
ハイブリッド

防災センター

４階会議室

合同

高齢第４回

医療介護第４回

令和６年

２月５日（月）

午後６時30分～

午後８時30分
ハイブリッド

防災センター

４階会議室

資料７
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